




 

 

は じ め に 

 

（社）日本中小型造船工業会では、我が国造船業・舶用工業の振興に資す

るために、日本財団から競艇公益資金による助成金を受けて、「船舶関連海

外情報収集及び海外業務協力」事業を実施しております。その一環としてジ

ェトロ関係海外事務所を拠点として海外の海事関係の情報収集を実施し、収

集した情報の有効活用を図るため各種報告書を作成しています。  

 

本書は、（社）日本中小型造船工業会と日本貿易振興機構（ジェトロ）が共

同で運営しているジェトロ・シンガポールセンター船舶部（矢頭康彦所員）

が、インドネシアにおける内航海運について、その現状及びインドネシア政

府の内航海運振興策に関して取りまとめたものです。  

 

当該地域にご関心をお持ちの方々にご活用頂ければ幸いです。  

 

 

ジェトロ・シンガポールセンター船舶部  

（社団法人日本中小型造船工業会共同事務所）  

ディレクター 矢頭 康彦  
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第 1 章インドネシア海事産業の現状  

１.１ 国内海運 

(1)内航海運業の現状 

インドネシア国（以下「イ」国）は 1 万 7 千を超える島々から成る世界最大の島嶼国

であり、物流、人流を担う海運業及びそれをサポートする海事産業は、重要な経済発展

基盤の一つであるが、その発達は不十分な状態にあるのが実状であり、これは地域間格

差の拡大、海難の増加、海洋汚染の脅威増大等をもたらす深刻な要因ともなっている。

国内海上輸送の自国船籍化を目指すインドネシア内航海運の現状について、船齢別に仕

分けた数値を図 1.1 に、GT 別に仕分けた海運会社の割合を図 1.2 に、船齢別の船舶情

報数は以下の図 1.3 に示した。  

1）大部分の海運会社が長期に存続出来なかったことが示されている。調査された 60 の

会社の中で 40 年以上存続しているのは、僅か５事業者しかない（図 1.1）。  

 

図1.1設立年数別海運会社数
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2）海運事業者の大多数は、小規模（1,000 GT 以下の船舶 1 隻だけを所有する会社）で

あり、約 66%が内航海運事業者である（図 1.2）。  

 

C a t a t a n : N S C  =  N a t i o n a l  S h i p p i n g   C o m p a n y  ( S I U P A L )  

N N S C  =  N a t i o n a l  N o n   S h i p p i n g  C o m p a n y  o r   

S p e c i a l  S h i p p i n g  S e r v i c e  ( S I O P S U S )  

S u m b e r : D i r e k t o r a t  T r a n s p o r t a s i  d a n  L a l u  l i n t a s  L a u t ,   

D i t J e n .  P e r h u b u n g a n  L a u t  

 

3）  大部分の内航船舶は老朽船であり、その船舶のおよそ 21％は船齢 25 年以上（図

1.3）である。  

 また、国内海運会社の現在の業績が次の面に非常に影響を受けることが解る：（1）

近代的管理の欠如、（2 ）港湾施設が最適でない、（3 ）法的整備の不完全、（4）法的施

行の弱さ、そして（5）人的資源と応用技術の弱さである。  
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(図1.2)所有船舶総トン数別海運事業者数 (2007)
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(2)内航海運事業者数の変遷 

内航海運会社設立 DGST からのデータによると、インドネシアでの海運会社設立に

は設立のための許認可（政府規則）にそれぞれ明記されている条件に影響を受けている。  

1996 年政府規則 PP No.2 /1969 が海運会社の許認可を適用するための指標とされ

ていた際には、海運会社（NSC）数は 343 社であった。また、特別海運会社（NNSC；

特別海運会社とは、その企業自身の貨物をその企業自身が輸送するために船舶を運航す

る企業）の数は 200 社であった。次に、1988 年政府規則 PP No.17 /1988 が、1989

年に大臣令 KM No.79・1988 と共に海運会社と海上輸送の許認可を適用するための手

順に関する詳細な規則として公布された時、増加した海運会社の数は 521 社となった。

そして、2001 年までの間に毎年増加し、2001 年の国内海運会社数は 1,794 社であっ

た。許認可を得るための条件が、航海に適したインドネシア籍船を最低限  1 隻所持と

かなり簡素化された時から、海運会社数の増加が顕著になった。その後、海上輸送の実

現 と 配 備 に 関 す る 政 府 規 則 PP No.82 /1999 の 詳 細 な 規 則 と し て 大 臣 令 KM 

No.33 /2001 が公布された後、海運会社の許認可を得るためのより厳しい；申請者が最

小限  175GT（累積）を所有しなければならないという条件が導入された。この条件の引

締めによって海運会社の数は減少し、2002 年には 888 社になった。更に、徐々に増加

し表 1.4 に示されているように、  2003 年には 1,030 社、2004 年には 1,150 社、

2005 年に 1,272 社、2006 年に 1,381 社、2007 年には 1,386 社になった。  

 

表 1.4 

N o .  T i p e  P e r u s a h a a n 1 9 8 8  1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6 1 9 9 7

3 4 3  5 2 1 6 9 2 8 3 9 9 3 9 1 0 7 8 1 2 0 1  1 3 0 7  1 1 5 6 1 3 1 4

1 9 9 8  1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6 2 0 0 71  海運事業者  

1 4 6 5  1 6 2 4 1 7 2 4 1 7 9 4 8 8 8 1 0 3 0 1 0 7 1  1 2 7 2  1 3 6 2 1 3 8 6

1 9 8 8  1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6 1 9 9 7

2 0 0  1 9 3 2 5 8 3 2 3 3 5 9 3 9 9 4 4 5  4 8 4  3 9 7 4 3 5

1 9 9 8  1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6 2 0 0 7
2  特別海運事業者  

4 6 2  4 9 4 5 0 9 5 2 4 2 3 8 2 6 7 2 8 5  3 1 7  3 3 0 3 3 2

Su mbe r :D irek tora t  Tr an spo r t as i  d an  L a lu  l in ta s  Lau t ,  D i t Jen .  Pe rh ubu ngan  
La ut  

 

(3)インドネシア籍船の現状  

国内経済成長の増大に沿って、海上輸送サービスの需要もまた増加し、それに従って

インドネシア籍船も増加している。特に海運業の権限委譲に関する大統領令 Inpres  

No .5 /2005 の発行後、この 2 年間の間に、インドネシア籍船数のかなりの増加が起こ

り、2005 年 6 月には 6,682 ユニット（6,507,683  GT）から 2007 年 6 月には 7,114

ユニット（7,202, 241GT）となった  。  

それは、船舶数が 462 ユニット（6.91％）  又は 694,603GT まで増加したことを意

味しており、その殆どは外国籍船からインドネシア籍船へ変更された国内海運業者によ

って所有されている船舶である。その他、幾つかは新造船や海外から調達された中古船

もある。DGST に登録されている国内海運会社によって所有されているインドネシア

籍船に関する詳細は、以下の表  1 .5 と図  1 .6 に示されている。  

－ 3 －



 

 

表 1.5 内航海運自国籍船数 

船舶合計  

 2 0 0 5 年  2 0 0 7 年   船種  

U n i t  G T  U n i t  G T  

G e n e r a l  C a r g o  1 . 5 7 5 2 . 0 3 8 . 3 6 9 1 . 7 0 4  2 . 2 9 8 . 4 9 1

C o n t a i n e r  1 1 4 5 1 3 . 8 1 1 1 1 8  5 4 5 . 8 5 9

F e r r y / R o r o  1 1 5 1 6 9 . 0 1 7 1 2 9  1 9 4 . 3 8 8

B u l k  C a r r i e r  1 9 1 3 5 . 0 1 7 2 0  1 5 6 . 0 7 9

T a n k e r  2 8 0 8 3 7 . 2 2 0 3 0 1  9 2 2 . 8 4 2

B a r g e  1 . 4 0 5 1 . 6 1 7 . 0 5 4 1 . 5 1 0  1 . 8 4 0 . 3 4 1

P e n u m p a n g  1 9 9 4 1 8 . 4 0 1 2 0 3  4 1 8 . 7 2 5

海運事業者  

( N S C )  

L a i n - l a i n  1 . 5 5 4 2 4 9 . 0 8 4 1 . 6 7 4  2 8 7 . 3 8 7

S u b - t o t a l  ( A )  5 . 2 6 1 5 . 9 7 7 . 9 7 4 5 . 6 5 9  6 . 6 6 4 . 1 1 3

P e n a n g k a p  I k a n  8 7 1 1 6 7 . 4 2 6 8 9 1  1 7 0 . 8 7 9

T u g  B o a t  1 7 9 2 5 . 2 9 2 1 8 0  2 5 . 4 1 9

K a p a l  P e s i a r  6 0 3 . 3 4 4 6 6  3 . 7 4 8

B u l k  C a r r i e r  1 0 5 3 . 4 5 1 1 0  5 3 . 4 5 1

T a n k e r  9 1 0 . 9 5 8 9  1 0 . 9 5 8

L a n d i n g  C r a f t  7 3 . 3 0 3 7  3 . 3 0 3

B a r g e  2 2 1 1 7 1 . 9 8 6 2 2 7  1 7 5 . 9 3 2

特別海運事業者

( N N S C )  

L a i n - l a i n  6 4 9 3 . 9 0 4 6 5  9 4 . 4 3 8

S u b - t o t a l  ( B )  1 . 4 2 1 5 2 9 . 6 6 4 1 . 4 5 5  5 3 8 . 1 2 8

T o t a l  ( A  +  B )  6 . 6 8 2 6 . 5 0 7 . 6 3 8 7 . 1 1 4  7 . 2 0 2 . 2 4 1

Su mbe r :D irek tora t  Tr an spo r t as i  d an  L a lu  l in ta s  Lau t ,  D i t Jen .  Pe rh ubu ngan  
La ut  
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 図 1.6 は、NSC によって所有されていたインドネシア籍船舶、例えば一般貨物船、

Container、Ro-Ro  & Ferry、Bulk  Carr ier、Tanker、Barge、Passenger やそ

の他、各タイプの船舶の増加数を示している。  

NSC によって所有されるインドネシア籍船の総隻数の増加は、 2005 年 6 月の

－ 4 －

(図1 .6) 船種別自国籍船数の推移( 2005年～2007年)
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5,261 隻から 2006 年 6 月に 5,505 隻となり（4.64％）、更に 2007 年 6 月には 5,659

隻となった（2.80％）ことが図  1 .7 に示されている。2005 年から 2007 年までの総隻数

の増加は 378 隻（7.57％）である。  

 

(図1.7) 自国籍船数の推移(2005年～2007年)
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図  1 .8 に示されているように総トン数（ GT ）からの視点では、一般貨物船は全体で  

260,122  GT（12.76％）の増加、Barge は全体で 223,287  GT（13.80％）の増加、タン

カーは全体で  223 ,287GT（10.23％）の増加となっている。他方、Container ,  Ro-Ro 

& Ferry ,  Bulk  Carr ier ,  and Passenger  vesse ls については、横ばいであった。  
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(図1 .8) 船種別自国籍船総トン数（GT）   ( 2005年～2007)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

 '05  2,038,369  513,811  169,017  135,017  837,220  1,617,054  418,401  249,084 

 '06  2,189,038  522,403  194,066  135,017  864,043  1,733,515  418,664  258,899 

 '07  2,298,491  545,859  194,388  156,079  922,842  1,840,341  418,725  287,387 

General
Cargo

Container Ro-Ro &
Ferry

Bulk Carrier Tanker Barge Penumpang Lain-lain



 

 

2005 年から 2007 までのインドネシア籍船  （SIUPAL）  の総 GT は、図 1.9 示され

る。  総  GT 数は、2005 年の 5,978 ,000  GT から 2006 年に 6,316 ,000  GT となり、

更に 2007 年には 6,664 ,000  GT 或いは全体で  686 ,000 GT（11.48  ％）の増加となっ

た。  

Juni 2005 Juni 2006 Juni 2007

Jumlah 5,978 6,316 6,664 
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6,000 

6,500 

7,000 

(図1.9) 自国籍船総トン数の推移(2005年～2007年)
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NNSC によって所有される船舶に関しては、この 2 年間では僅かな増加。特殊船舶

の増加隻数は、漁船 20 隻、観光船 6 隻、Barge6 隻、タグボート及びその他の船舶が

各  １隻であり、図 1.10 に示されるように、その間、Bulk  Carr ier ,  Tanker  及び  

Landing  Craf t は増加していない。  
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(図 1.10) ＮＮＳＣ所有船舶数の推移 ( 2005年～2007年)
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2005 年から 2007 年の間に、NNSC によって所有される船舶の総隻数に付いては図  

1 .11 に示されている。船舶の隻数は 2005 年に合計 1,421 隻、2006 年には 1,452 隻

となり（31 隻増）、更に 2007 年には 1,455 隻（3 隻増）、又は全体で 34 隻（2.39％）の

増加となった。  

Juni 2005 Juni 2006 Juni 2007

Jumlah 1,421 1,452 1,455 
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(図1.11) ＮＮＳＣ所有船舶の推移（2005年～ 2007年)
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それぞれのタイプ別総トン数は、図 1.12 に示され、一方、特別船舶の総 GT は、図  

1 .13 に示される。  この 2 年間  （2005 年から 2007 年）の特別船舶の増加数は、その後

Barge （ 3,994 GT 増 ）により占められており、漁船 （ 3,453 GT 増 ）、その他の船舶

（534 GT 増）、観光船（404 GT 増）、そしてタグボート（127 GT 増）、この間 Bulk  

carr ier ,  Tanker 及び  Landing  cra f t  は未だ一定している。  
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図1.12特別船舶の船種別船舶数の推移
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図 1.13 特別船舶総トン数の推移

(2005年～2007年)
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最終的に、インドネシア籍船 NSC 及び NNSC （SIUPAL & SIOPSUS、）  の総隻

数は、図 1.14 に示されている。 総増加隻数は、2005 年の 6,682 隻から 2006 年に

6,957 隻（275 隻増）になり、更に 2007 年には 7,114 隻（157 隻増）、この 2 年間に

432 隻（6.47％）の増加であった。  

2005 2006 2007

合計 6,682 6,957 7,114 

6,400 

6,500 

6,600 

6,700 

6,800 

6,900 

7,000 

7,100 

7,200 

(図1.14) 自国籍船船舶数の推移(2005年～2007年)

 

インドネシア籍船 NSC 及び NNSC （SIUPAL & SIOPSUS)  の総 GT に関して、

図  1 .15 に示され ている。 これは、 2005 年 の 6,508 ,000  GT から 2006 年に

6,851,000  G となり（343,000  GT）、更に  2007 年には 7,202 ,000 GT （351,000）、

この 2 年間で全体の増加数  694 ,000 GT（10.66  ％）となった。  
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合計 6,508 6,851 7,202 
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図1.15 自国籍船総トン数の推移（2005年～ 2007年)

 

Su mbe r :  D irek tor a t  T ra ns po r ta s i  dan  La l u  l in ta s  L au t ,   
D i tJe n .  P erhu bu ng an  L au t  

 

これらのデータは、この 3 年の間に NSC と NNSC によって所有される船舶  （隻数

及び総トン数に関して）の増加している数量を示している。  

 

（4)インドネシア籍船で運搬される国内貨物  

インドネシア政府のカボタージュ政策への取組みが、インドネシア籍船によって運搬

される国内貨物の増加につながっている。2004 年には国内貨物全体で 1 億 8758 万ト

ンの内、1 億 0129 万トン（54％）の貨物がインドネシア籍船によって運搬され、残り

の８６２９万トン（46％）の貨物がインドネシア海運会社によって運航された外国籍船

によって運搬された。2005 年には 2 億 0634 万トンの国内貨物の内、1 億 1445 万ト

ン（55.47％）がインドネシア籍船によって運搬され、残りの 9189 万トン（44.53％）が

外国船籍によって運搬された。更に、2006 年には 2 億 2078 万トンの国内貨物の内、

インドネシア籍船は 1 億 3534 万トン（61.30％）の貨物を運搬可能で、残る 8544 万ト

ン（38.70％）は未だ外国籍船によって運搬されてきた。（次頁、表  1 .16 参照）  
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表 1.16自国籍船及び外国籍船による内航貨物輸送 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su mbe r :  D irek tor a t  T ra ns po r ta s i  dan  La l u  l in ta s  L au t ,  D i tJen .  

 Per hub un gan  Lau t  

 

 

１.２ 内航輸送の将来の見通し  

大統領令  Inpres  No .  5 /2005 の「ロード・マップ」（表  1 .17  参照）では、インドネ

シア籍船によって搬送される国内貨物のシェア（％）の目標を、2011 年までに 100％に

すること設定されている（オフショア船については、2011 年 1 月まで）。カボタージュ

政策の実施に沿った追加船舶調達のための需要が高まり、そして、関連する産業の発展

/成長の結果として、特定貨物船舶の隻数が増大すると予測されている。表  1 .17 に示

されているように、特に油 /石油、石炭、その他の液体及び Agri  穀物をインドネシア

籍船によって運搬される場合には、多くの船舶の調達が必要となる。他方、船舶の調達

は、国内経済成長の影響として国内の海上貨物量の増加のためや老朽化した船舶の代替

のためにも必要である。カボタージュ政策の国内海上貨物は、下記の表  1 .18 に示され

ている。13 種類の必需品目の中で 2011 年までにかなり成長するものが７品目有るこ

とが、上記の表  2 .5 に明確に記述されている。 それらは、（1）油 /石油（1 億 10 万ト

ン）、（2）石炭（9000 万トン）、（3）一般貨物（5050 万トン）、（4）セメント（1070 万ト

ン）、（5） 肥料  （690 万トン）、（6）  CPO （650 万トン）、（7）  鉱石＆採石  （610 万ト

ン）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内航貨物輸送 M u a t a n  M a r i t i m  D o m e s t i k  

区 分  自国籍船  

(百万  トン )  

外国籍船  

(百万  トン )  

T o t a l  

(百万トン )  

1 0 1 , 2 9  8 6 , 2 9  
2 0 0 4  

5 4  %  4 6  %  
1 8 7 , 5 8  

1 1 4 , 4 5  9 1 , 8 9  
2 0 0 5  

5 5  %  4 5  %  
2 0 6 , 3 4  

1 3 5 , 3 4  8 5 , 4 4  
2 0 0 6  

6 1  %  3 9  %  
2 2 0 , 7 8  
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表 1.17.大統領令 Inpres No.5ロードマップ 

自国籍船輸送目標  ( % )  
船種  

2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  

1 .  M i n y a k / P e t r o l e u m  4 0  5 8  6 0  9 0  1 0 0  

2 .  M u a t a n  U m u m   1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

3 .  B a t u b a r a  6 0  6 0  7 5  9 5  1 0 0  

4 .  K a y u  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

5 .  P u p u k  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

6 .  S e m e n  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

7 .  C P O  8 0  8 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

8 .  B e r a s  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

9 .  T a m b a n g  d a n  Q u a r r y  4 0  4 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

1 0 . B i j i - b i j i a n  l a i n  7 0  7 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

1 1 . C a i r a n  l a i n  4 0  5 5  6 5  1 0 0  1 0 0  

1 2 . B i j i - b i j i a n  P e r t a n i a n  7 0  7 0  8 0  1 0 0  1 0 0  

1 3 . P r o d u k  S e g a r  9 5  9 5  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

Su mbe r :  D irek tor a t  Jend ra l  Per hu bun gan  Lau t  

 

表 1.18 自国籍船政策の国内海上貨物 

貨物量  (百万  M T )  
船種  

2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 9  2 0 1 0  

1 .  M i n y a k / P e t r o l e u m
1  

8 9 , 2  9 1 , 4  9 3 , 5  9 7 , 9  1 0 0 , 1  

2 .  M u a t a n  U m u m
4

  3 8  4 3 , 6  4 4 , 9  4 8 , 1  5 0 , 5  

3 .  B a t u b a r a
2  

4 1 , 4  4 5  4 9  7 5  9 0  

4 .  K a y u
4  

8 , 3  8 , 3  8 , 3  8 , 3  8 , 3  

5 .  P u p u k
4  

6 , 2  6 , 4  6 , 5  6 , 8  6 , 9  

6 .  S e m e n
4  

6 , 7  7 , 3  8  9 , 7  1 0 , 7  

7 .  C P O
3  

4 , 4  5 , 7  5 , 9  6 , 3  6 , 5  

8 .  B e r a s
4  

1 , 3  1 , 4  1 , 4  1 , 5  1 , 5  

9 .  T a m b a n g  d a n  Q u a r r y
4  

5 , 0  5 , 3  5 , 5  5 , 9  6 , 1  

1 0 . B i j i - b i j i a n  l a i n
4  

2 , 5  2 , 6  2 , 7  2 , 9  3  

1 1 . C a i r a n  l a i n
4  

1 , 7  1 , 9  2 , 1  2 , 5  2 , 7  

1 2 . B i j i - b i j i a n  P e r t a n i a n
4  

1 , 3  1 , 4  1 , 4  1 , 5  1 , 5  

1 3 . P r o d u k  S e g a r
4  

0 , 3  0 , 4  0 , 4  0 , 4  0 , 4  

S e l u r u h  M u a t a n  2 0 6 , 3  2 2 0 , 7  2 2 9 , 6  2 6 6 , 8  2 8 8 , 2  

Su mbe r :1 . Br i t i sh  Pe tro le um  S tat i s t i c a l  Rev iew o f  Wor ld  En ergy ,  Ju ni  2 007  
2 . INCA FO  0 7  (Fo ru m  Advo ka s i  Cabo ta ge  Indo ne s ia  2 007 )  
3 .BPS ,  2006  
4 . Di tJe n  Per hu bun gan  Lau t ,  STRAM IN DO da n  In s t i tu s i  t e r ka i t  

Cata tan :R ama lan / pr ed ik s i  ad a lah  e s t i m as i  d ar i  T im  S tu d i  
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１.３ 内航海運の整備のための船舶融資  

大統領令  （ Inpres）  No .5 /2005 のロードマップでは、主要  13 必需品  のために、

2011 年にカボタージュ政策を完全に適用することを決定している。以下の通り：  （1）  

油 /石油、（2）  一般貨物、（3）  石炭、（4）  木材、（5）  肥料、（6）  セメント、（7）  CPO、

（8）  米、（9）  鉱石及び採石、（10）他の穀類、（11）  他の液体、（12）穀物、及び  （13）

生鮮製品。  言い換えれば、2011 年に、それらの商品の全てがインドネシア籍の船舶

によって運搬されるものとする。それは、カボタージュ原則を適用することによって、

インドネシアは新しい船舶の建造及び中古船舶の購入を通じての船舶調達のための融資

に、莫大な投資を必要としていることを意味している。  

 

 

１.４ 国内の造船所  

（1）歴史的概要  

世界の他の海洋国の様に、インドネシアの造船は、木製のカヌーまたは「perahu」

の建造で始められて、後に木製の帆船を建造していた。  これは、中部ジャワにある有

名な 8 世紀のボルブドール寺院の石壁の古代帆船の彫刻に見ることが出来る。19～20

世紀には、造船所の設立を通じてのみ、鋼鉄を使用する現代の造船がインドネシアに伝

えられた。インドネシアで最初に創業されたと知られている造船所は、1849 年にウジ

ュン・スラバヤでの船舶修理のための浮きドックまで遡る。後に海軍艦艇だけの修理と

整備のための、「海洋の創立」と呼ばれる政府が所有する修理施設となった（この造船

所は、インドネシアで最も高度で近代的な造船所になるように設計されていた；現  PT.  

PAL Surabaya）。  

1960 年、造船所を含む全てのオランダ系企業がインドネシア政府により国有化され、

国営企業となった。これらの企業は以下の通りである： （ 1 ）  Dock Tanjung Priok ,  

Jakarta  （ 1889 年設立 ）、 （ 2 ）  Dok  Surabaya ,  Surabaya （ 1910 年設立 ）、 （ 3 ）  

Pakin  Shipyard,  Jakarta  （ 1924 年設立 ）、  （ 4 ）  IPPA Shipyard,  Semarang  

（1926 年設立）、  そして  （5）  Al i r  Menjaya  Shipyard,  Palembang （1930 年設立）。  

また、政府と民間セクターは、多くの新しい造船所を設立した。  それらは以下のと

おり  ：（1）  Menara  Shipyard,  Tegal ,  民営  （1961 年）、  （2）  Kapin  Shipyard,  

Jakarta ,  民営  （1963 年）  ユーゴスラビア政府からの援助プログラムにより設立され

た、（3）  Kodja  Shipyard,  Jakarta ,  国営  （1964 年）、  （4）  Waiame Shipyard ,  

Ambon,  国営  （1965 年）、  （5）  Adiguna Shipyard ,  Jakarta ,  民営  （1968 年）、  

（ 6 ）  Pe l i ta  Bahari  Shipyard ,  Jakarta ,  国 営  （ 1971 年 ） 、  （ 7 ）  Intan 

Sengkunyi t  Shipyard,  Palembang,  民 営  （ 1974 年 ） 、  Industr i  Kapal  

Indones ia  （ IKI  Shipyard ） ,  Makasar ,  Bi tung ,  国営  （ 1977 年 ） 、  （ 8 ）  Jasa 

Marina  Indah （ JMI Shipyard ） ,  Semarang ,  民営  （ 1977 年 ）、  （９ ）  Dumas 

Shipyard ,  Surabaya,  民営  （ 1978 年 ）、 （ 10 ）  Pabrik  Kapal  Indonesia  （ PAL 

Indones ia  Shipyard） ,  国営  （1980 年）。  

経営環境の変化に対処するために、国際的な市場に進出するための能力を向上させる

ために、インドネシア政府は 1979 年と 1992 年にインドネシア西部地域に在する国営

－ 12 －



 

 

及 び 民 営 造 船 所 （ Pakin ,  Al i r  Menjaya ,  Kodja ,  Dok Priok,  Pel i ta  Bahar i ,  

IPPA）を、一つの会社 Dok & Perkapalan  Kodja  Bahar i  （DKB Shipyard）に  合

併させた。（この時期に、インドネシア政府、マレーシア政府及びシンガポール政府の

間で、地方の共同開発に関する SIJORI  （シンガポール  －  ジョホール  －  リアウ）地方

開発地域の設立と共に、輸入税や付加価値税  （VAT ）  に対する控除等に係る特別貿易

協定が締結された。）  

1980 年以降、インドネシアの Batam と Karimun 島で、40 以上の合弁事業と国内

造船所が設立され、そして、その大部分はシンガポールの造船所に属している。  

 

(2 )国内造船所の現状 

国内の造船所は、国内海運の発展を支える要因として非常に重要である。現在、イン

ドネシア（Batam 島の造船所を除く）の多くの地域に、小規模、中規模そして大規模企

業あわせ約 240 の造船所が存在し、その中の 4 つの造船所が国営企業である。  

 

(3 )造船所の位置  

国内の中規模と大規模  造船所の所在地に関しては、下記の表  1 .19 のとおりである。  

 

表 1.19 造船所分布 

N o  地域  造船所名  国営・民間  

1  D u m a i  P T .  P a t r a  D o k D u m a i  P e m e r i n t a h  

P T .  I n t a n  S e n g k u n y i t  S w a s t a  

P T .  M a r i a n a  B a h a g i a  S w a s t a  

2  P a l e m b a n g  

P T .  D o k  K o d j a  B a h a r i  P e m e r i n t a h  

P T .  D o k  K o d j a  B a h a r i  P e m e r i n t a h  

P T .  I n g g o m  S h i p y a r d  S w a s t a  

3  J a k a r t a  

P T .  D a y a  R a d a r  U t a m a  S w a s t a  

P T .  J a s a  M a r i n a  I n d a h  S w a s t a  4  S e m a r a n g  

P T .  D o k  K o d j a  B a h a r i  P e m e r i n t a h  

5  C i r e b o n  P T .  D o k  K o d j a  B a h a r i  P e m e r i n t a h  

6  T e g a l  P T .  S a n u r  M a r i n d o  S w a s t a  

P T .  P A L  I n d o n e s i a  P e m e r i n t a h  

P T .  D o k  P e r k a p a l a n  S u r a b a y a P e m e r i n t a h  

P T .  D u m a s  S w a s t a  

7  S u r a b a y a  

P T .  B e n  S e n t o s a  S w a s t a  

8  S a m a r i n d a  P T .  M e n u m b a r  K a l t i m  S w a s t a  

9  B a l i k p a p a n  P T .  G a l .  B a l i k p a p a n  U t a m a  S w a s t a  

1 0  M a k a s s a r  P T .  I n d u s t r i  K a p a l  I n d o n e s i a  P e m e r i n t a h  

1 1  S o r o n g  P T .  P e r t a m i n a  P e m e r i n t a h  

Su mbe r :S TRAMI ND O 
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表 1.19 から、大部分の造船所がインドネシアの西部地域に所在し、また、それらの

殆どがジャワ（Batam の造船所を除く）に位置する。他方、多くの造船所（PMA 及び

PMDN 双方で  40 以上の造船所）が Batam と Karimun 島にあり、その大部分はシン

ガポールの造船所に属し、そして、輸入税と付加価値税の免除の特例措置を享受してい

る。  
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第２章 公共船舶への財政支援の重要性  

２.１ 公的船舶制度（Public Ship Finance Program （PSFP）） 

1）  新造船及び低年齢中古船の調達は非常に重要である。これは海洋安全、海

洋環境保護、そして地域間経済格差の軽減に貢献するものとして、カボ

タージュ原則に関する大統領令 Inpres  No .5 /2005 に基いた、国内海運

業の活性化のために、そして、インドネシア籍船舶の発展及び近代化の

ために、造船施設の振興もまた非常に重要である。  

2）  従って、船舶の調達及び造船施設の振興を満たすためには、確立された融

資基金が必要である。これこそ、何故 PSFP スキームに ODA 基金の利

用を提案するかの理由である。  

3）  PSFP スキームの利用で成功するかは、政府関連機関  [例えば、運輸省

（MOT）、海運総局（DGST）、工業省（MOI）、BAPPENAS、財務

省（MOF）そして国営企業（BUMN） ]  相互の良好な調整如何による。  

 

２.２ 調査実施期間中に出されたコメント  

PDFP に対する彼らの関心、注目点及び要望について、海運企業からの正

確な感触を得るため、主な海運会社及び関連機関との会合、意見交換の場を

実施した。  

 

海運企業、リース企業としての PT PANN、国営銀行及び関係機関等から

の意見及びコメント等を整理した。  

1）  潜在的な融資の大部分は、海運企業及び造船企業においては PSFP に基

いた融資を受けることについて基本的には賛成である。一般的に、潜在

的な最終の借り手は、PSFP がより現実的且つ迅速なサービスであり、

そして、PSFP の融資条件がインドネシアで船舶の運用資金の為に国内

商業銀行に提供されている現状に比べて、より魅力的であることを希望

している。  

2）  海運企業の大部分は、PSFP の下で魅力的な融資条件を望んでいる。例え

ば： （1）  金利レベルが、ルピア  ベースで 10％以下、ドル  ベースで

８％以下。 （2）資本配分が 15％以下であること。等  

 

２.３ 特に重要なセクターの検証  

この調査は、内航海運業において、特に重要なセクターを検証した。カボ

タージュ政策のロードマップで検証されたように、重要なセクターに含まれ

る、13 種の商品がある。それは：  1）石油、  2）一般貨物、  3）石炭、  4）木材、  

5）肥料、6）セメント、7）CPO、8）米、9）鉱石及び採石、10）穀物、11）液体

物資、12）農作物、  そして  13）生鮮食品（野菜、果物）  

13 種の商品より、最重要品目  4 種の商品がある。それは： 1）石炭、  2）

油 /石油、3）一般貨物、4）コンテナー。この 4 商品は、国家経済  或いは日常
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の社会生活にとって非常に大切である。  

 

２.４ 公共船舶に対する資金供給プログラムの重要性  

耐用年数に達した船舶の代替建造には、多額の建造資金が必要である。他

方、国内造船所の建設のための大きな資金もまた必要である。更にインドネ

シア商船隊整備のための資金元を探す事は大きな問題となる。一般的に資金

の出処は： 1）自己資金（海運企業及び造船企業から）、2）商業銀行或いはノ

ン・バンクからの融資 ）、3 ）リース企業からのリース、4 ）政府資金、5 ）株式

発行及び債券、そして 6）PSFP に基く ODA、ソフト・ローン、等である。  

大規模な海運企業にとっては、多分に資金の融資を獲得する事は、それ程

難しい事ではないと思われるが、中小零細海運企業にとっては大きな問題と

なる。  

 

２.５ 船舶金融スキーム  

インドネシア国の海運業は、経済基盤としての物流システムの確立、地域

間格差の是正、海難や海洋汚染の減少などのために大変重要である。現在

「イ」国では、この大統領教書の具体化に向けた諸々の取組みが進められて

おり、その一環として「イ」国運輸省では、ODA 資金を原資とする内航海運

振興のための公的船舶金融制度の導入び同制度を支え優良な船隊整備計画を

支援するための船舶管理等の確立を目指している。船舶金融スキームの変遷

は以下の通りであるが、今後は、インドネシア国内に適した船舶金融スキー

ムを早急に構築していくことが重要な課題となっている。  

 

金融スキームの変遷 

金融スキーム Ａ（2005年3月） 
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（参考）関係機関との会合、ヒアリング結果 

関係機関との会合、ヒアリング等を要約したものを参考に添付する。概要はは以下

の通り。  

 

●インドネシア船主協会（INSA）との会合  

1．現在の内航海運の状況は悪い、  

•  需要が少なく、供給が多大。  

•  貨物は少ないが、船は多い。  

•  船隊価格が下がっている。  

しかし、石炭・石油・天然ガス及びオフショアビジネスの状況は良好で、売上も

2006 年の 10 億ドルから 20 億ドルに上がった。  

2．船舶金融に関し、融資可能な銀行は以下の通り：  

•  Bank Negara  Indones ia  (BNI)  

•  Bank Mandir i  

•  Bank Rakyat  Indones ia  (BRI)  

3．石油・天然ガス及びオフショアビジネスの融資金利は他より低く、有望的だ。

コンテナも安全且つ経営面も良い評価を受けている。一方、過剰供給のため一

般貨物と客船は悪い評価を受けている。  

 現在の融資金利については以下の通りである。  

・ルピア立てで年 14% 

・米ドル  立てで年 9% 

・日本円から米ドル換算だとそれほど高くならない。  

 

 

●運輸省海運総局海上交通局との会合  

主課題：  

1．金融機関から受けた支援（融資）は必要とする資金全体に対して比較的小さい。  

2．税制関連規定はまだ完全に海運産業発展を支持する体制になっていない。2005

年第 5 号大統領令（教書）発布後、未だ税制面の優遇策が無い。  

3．第 33 号運輸省令では船舶の運航年数を最大 20 年と定めているが、実際には 20

年以上の船が沢山運航している。  

 

 

●PT PANN との会合  

1．2005~2009 年の船舶管理は進展・増加している。   

2005 年は 20 隻だあったが、現在は 46 隻。  

2．船舶調達融資制度の三つの課題：  

a．資金の受け皿金融機関の未決定。→PT PANN は資金の受け皿機関にな

り得る  
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b．高金利。米ドル 8%、ルピア 12% →小さな会社でも返済可能にするに

は利息は 5~6%程度が現実的  

c．為替リスクを誰が負うか。→ 為替リスクはインドネシア政府が負担する。  

3．船舶管理機関を設立すると聞いているが、その計画の進捗状況は？  

現在 PT PANN は既に  PT PANN Consul indo という船舶管理会社を持ってい

る。  

PT PANN は 2009 年 4 月時点では約 60 隻の船舶を保有している。  

 

 

●PT SAMUDRA SHIPPING SERVICES との会合  

PT Samudra  Shipping  Serv ices は  PT Samudra Indonesia .の子会社。  

2009 年 2 月時点では、PT Samudra  Shipping  Services は 19 隻の船舶を保有

している。  

その内訳は以下の通り：  

タンカー12 隻  

石炭バージ 4 隻  

オフショア船 3 隻  

インドネシア籍船を義務付けたカボタージュ政策によって、現在 PT Samudra  

Indones ia .の船 4~5 隻は既に外国籍からインドネシア籍船に変わっている。   

1．インドネシアにおける船舶融資については、  

•  PT Samudra  Shipping  Services は未だインドネシアの銀行の支援を受

けていない。今はシンガポールの銀行から 5.5%～6.5 の金利で融資を受け

ている。これはインドネシアの銀行より遥かに低い利息だ。  

•  小さな海運会社でも融資の返済が可能になるためには、インドネシアの融資

金利がシンガポールより低くなることを望んでいる。  

•  インドネシアでは石炭バージの調達はインドネシアにあるシンガポール系銀

行 の UOB(United  Overseas  Bank) か ら融資 を 受 け て い る 。利息は

6.5%~ 7%.  

2．  PT Samudra  Shipping Serv ices の今後の計画については、  

•  現在 PT Samudra  Shipping  Services  は 16 隻の船の調達の入札に参加

している。この入札は既に 1 年半が経過し、最終段階に入っている。  

•  この入札での船舶 16 隻分の推定価格は 5000 万ドルで、オランダの会社と

共同入札を行っているため支払いは半々になる。従って落札した場合、PT 

Samudra  Shipping Serv ices が支払う金額は  2500 万ドルになる。  

•  PT Samudra  Shipping  Services  はインドネシアの銀行から資金調達を

する努力をしている。  

3．政府が定めた船舶の耐用年数については、  

•  LP ガス運搬船は 25 年と制限されているが、 PT Samudra  Shipping 

Serv ices の船は約 28 年の船である。しかし、エンジン及び船体の状態は
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良好で、十分に運航できる。それはジャカルタ～マッカサル間といった短い

航路を運航しているためでもある。  

•  一方小型船（Smal l  Vesse l）の年齢は 15~20 年である。しかし状態が良

好であれば 20 年以上の船でも運航できる。  

4．  PT Samudra  Indones ia の船舶管理の状況は？  

•  現在 28 隻が船舶管理対象である。以下がそのデータ（2009 年 2 月現在）。  

 

A. Liquid and Gas Shipping 

1  Chem ic a l  T an kers  9  un i t  

2  O i l  Tankers  2  un i t  

3  Gas  Carr ier  2  un i t  

 

B. Dry Bulk & Container Shipping 

1  Co a l  Carr iers  4  un i t  

2  Bu lk  Carr iers  2  un i t  

3  Conta iner  Carr iers  6  un i t  

 

C. Marine Offshore Support Services 

1  O i l  B a r ge  1  u n i t  

2  Wel l  Serv ice  B o at  1  un i t  

3  An c h o r  H an d l i n g  B o at  1  u n i t  

 

 

●船舶調達融資制度に関しての関係機関からのコメント   

運輸省海運総局  計画局  ：  

•  融資を受けるために銀行への働きかけはかなり行ってきたが、全ての銀行が

海運業を理解したわけではない。即ち、銀行への広報・周知が未だ不足と考

えられる。  

•  船舶調達融資を受けるために何が問題で障害になり、またどんな戦略を講ず

る必要があるか等について更に検討する必要がある。  

•  現在のところ銀行との関係の進展は少ない。  

•  その結果、実際には船舶数はあまり増えていない。  

 

運輸省海運総局海上交通局：  

•  第 5 号大統領令施行後ここ 2~3 年中銀と共同で大きな会合を設けインドネシ

アの 50 行の主要銀行に対し海運業の説明を行ってきた（2007 年はオフショ

アを中心に説明）  
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•  使命：  

1．  海運業は実体経済部門でも魅力的なビジネスだと銀行に納得の行く説明を

する。  

2．  中銀は銀行の担当者に対しこのビジネスの特徴について教育・指導する用

意がある。  

•  Mandir i 銀行は海運ビジネスを周知させるため全国の支店長を集め説明を行

った。従って、インドネシア全国どこの Mandir i 銀行で融資申請をしても彼

らはこのビジネスを認識している。  

•  JBIC の融資プログラム（2 ステップローン）は 3 年前から進んでいない。これ

は、インドネシア国内の規定により最終借用者は国有企業と定められている

のに対し我々のターゲットが民間企業であるため。従って、もう一つこれを

可能にする政令が必要である。  

 

 

インドネシア船主協会：  

•  銀行側が国内海運業界を理解してもらうことが重要であり、インドネシアの

海運会社と銀行の協力関係を築いていくことが重要である。  

•  インドネシアの銀行の融資金利は 8%～12%と高いため、小さな船社は返済で

きない。また、銀行側からの信用も得られていない。  

•  現在、海外の貨物需要が低いのに対し国内需要（特に石炭）が高いという動

向について国内の銀行は注視する必要がある。もし、船社が外国の銀行から

融資を受ければ、利益も外国に行ってしまう。   

•  金利を比較しても、外国の銀行の方がインドネシアの銀行よりも低い。従っ

て、競合するにはインドネシアの銀行の金利を下げる必要がある。  

 

インドネシア銀行：  

•  インドネシア中央銀行幹部によると海運業界の障害となる規制は無いとして

いる。現在の世界的経済危機は金融部門の話で、海運業界のような実体経済

部門ではない。  

•  インドネシア中央銀行は国内海運産業を支援する用意がある。  

 

BRI 銀行：  

•  数週間前にやっと PT PANN と INSA から海運ビジネスについて詳細を知っ

た。  

•  これは良いビジネスチャンスなので、BRI 銀行は資金調達を支援する用意が

ある。  

•  現在 BRI 銀行は数隻の船の融資を進めているが、その一つは PT PANN の船

である。  
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BNI 銀行 (Ameri ta  –  Manager )：  

•  銀行側からの障害（問題）  

1．  高い利息。  

2．  担保保証。銀行は土地等の目に見える担保の評価・精査には慣れているが

船舶のようにどこにあるか分からないものには慣れていない。  

3．  マルチ・ファイナンス形態の PT PANN に比べ銀行のセルフ・ファイナ

ンス率は高い。   

•  2009 年以降 BNI 銀行は海運業界向け融資を増加する。  

 

PT PANN (Hendro  Wibowo-Operat ion Director )：  

•  未だ成長は顕著ではないが、第 5 号大統領令（教書）を成功させるため PT 

PANN は民間銀行及び国有銀行  と既に協力をしている。  

•  PT PANN は調達資金に未だ自己資金を当てることが出来ず、銀行融資に頼

っている。   

•  船舶の所在位置を確認できる船舶管理システムを持っているので、銀行が懸

念している船舶の問題にも対応可能。  

 

 

海運税制に関しての関係機関からのコメント  

運輸省海運総局海上交通局：  
税制面の課題  

•  税制関連規定はまだ完全に海運産業発展を支持する体制になっていない。

2005 年第 5 号大統領令（教書）発布後、未だ税制面の優遇策が無い（例：新

しく船舶調達をする目的で売却した船舶に対しても収入税が課せられる）  

工業省：   

•  工業省は海運業の VAT を政府負担にし事実上免除に努めてきた、その結果海

運業の VAT は免除になったが造船業には依然 VAT が課せられているので今

後は免除に努める。  

 

石油・天然ガス及びオフショア船における国内船隊整備状況及びカボタージュ

政策執行促進行動計画に関しての関係機関からのコメント  

•  インドネシア籍の船隊数は 2005 年の 6041 隻から 2304 隻増え 38.14％増で、

現在 2009 年には 8345 隻に達している。その大部分は外国籍からインドネシ

ア籍への移籍及び海外造船所からの新船と海外からの中古船調達によるもの。  

•  2010 年に船隊の増強に必要なタンカー数はそれぞれ 11500 トン級が 22 隻、

6000 トン級が 40 隻、2500 トン級が 143 隻である。  

•  長期契約は実現している。これは石油・天然ガス及びオフショア部門の成果

である。   

•  石油・天然ガス運搬のカボタージュ政策執行期限は 2010 年 1 月 1 日、一方

オフショアは 2011 年 1 月 1 日までに執行する。  

•  カボタージュ政策執行に当たって直面している課題：  
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1．国内の船隊整備に対する銀行やその他の金融機関の支援・融資は依然不

十分である。確かに融資額は相当増えているが、必要融資額全体と比較

すると十分とは言えない。また、利息、自己出資額や担保額も比較的高

い。  

2．税制関連規定はまだ完全に海運産業発展を支持する体制になっていない。

2005 年第 5 号大統領令（教書）発布後、未だ税制面の優遇策が無い

（例：新しく船舶調達をする目的で売却した船舶に対しても収入税が課

せられる）  

3．世界的経済危機による貨物量の減少。  

4．政府は施行された規定を一貫して執行すべきで、また関係者全てがカボ

タージュ政策を実行し、違反した者には厳しく対応すべき。  

•  一方、石油・天然ガス運搬の技術的課題は：  

1．  運航が許されているのは 25 年以下の船舶。  

しかし、第 71 号運輸省令では船舶の年数ではなく状態で判断するとある

（例：船体及びエンジンの状態が良好）  

2．  国内船社がリースしている外国籍船の上限は建造後 20 年までだが、リ

ース中であれば契約期間が切れるまで或いは最長 2010 年末まで運航が許

される。   

•  この船舶年齢制限は船舶検査制度と関連し、INSA の Darmadi 氏によればタ

ンカーの検査は航海の安全確保を目的としている。しかし、その後第 71 号運

輸省令では船舶使用年数ではなく船舶の状態で判断することになった（例：

船体及びエンジンの状態が良好）  

•  オフショアの技術的課題は：  

1．短期契約のため銀行の融資が受け難い。  

2．船社はオフショアで使用する調査船、クレーン船、パイプ敷設船、

MODU や MODPU、試掘船等の特殊船を持っていない。  

3．様々な型式と大きさの船があるため、これら全てを賄うのは難しい。   

 

INC AF O 

( I N D O NE S I A N  C A B O T A G E  A D V O C A T I O N F O R U M )  

（インドネシアカボタージュ政策連絡会議）  

 

セッション  

インドネシアの海事産業資金調達に対する政府政策支援及びカボタージュ政策

執行のための適切な資金調達制度  

 

I b n u  W i b o w o  –  P T  P A N N 社長  

•  2011 年には銀行から支援を受けられそうですか？  
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法律が執行されれば船舶拿捕規定が施行される。外国の銀行は国内の船社に融資

をするため参入してくる。その時こそ、インドネシアの銀行は海事産業ビジネス

を巡って競争しなければならなくなる。  

•  銀行側と出資問題を抱えている船社は PT PANN に来れば共同出資 (equi ty  

sharing)という形で支援できる。  

インドネシア籍船の数は益々増えている。   

銀行側の問題点：  

1．全ての銀行が海事産業への融資を歓迎しているわけではない。  

2．マーケット情勢が造船業に大きな損害を与えている。諸外国の政策の方がより

明確である。例えばオフテイカー機関があることで造船所は船を造り、儲かる

ならそれを売り、そうでなければオフテイカー機関が船を引き受け管理し、値

が上がったら売る。これにより造船所は常に儲かる仕組み。   

 

B e n n i  O  K a i l an i  -  D e p u t y  c h a i r m a n  o f  B R I 銀行  

•  INSA と PT PANN を招いて海事産業ビジネスの詳細について説明を受けた。  

•  銀行側から見た海事産業の発展：  

1．国内船隊の成長は著しく、銀行にとって非常に魅力的。  

2．銀行は不良債権を非常に重視していて、不良債権を多く抱えている産業への

融資を避けている。  

海事産業の 2006 年の不良債権率は 11%と高い。  

しかし、2007 年は中銀が定めている基準の 5%より低い 3.8%であった。   

更に、中銀によると今年 2009 年の海事産業の不良債権率は 1.8%で、これ

は銀行にとっても良好な値である。  

•  BRI 銀行等の国内銀行は現在既に国内外で活動する外国の銀行と競争を繰り広

げている。   

•  海運業界にとって重い条件とは：  

1．資金調達及び契約の条件が厳しい  

2．融資額に制限がある  

3．キャッシュフロー経歴を見られる  

4．流動性の高い担保が必要   

5．複雑な融資条件  

銀行側によると、彼らは難しい条件は要求していない。これらは全て融資を受け

る際の通常条件だそうだ。仮に折り合わない条件があれば、その融資条件を銀行

と相談・交渉する。リスクに対し利益が十分あれば、銀行は条件の変更に応じる。  

•  BRI 銀行の融資制度：  

1．オペレータ・事業者への直接融資。もしくは、 

2．ツーステップ・ローンで PT PANN 等に融資し、PT PANN がオペレーターに

融資する。 
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質疑・応答及び意見  

W i d i h ar j a -  I N S A 貨物運搬部長  

我々は未だ 645 隻の船が必要で、詰まり船長 645 人、航海長 645 人、合わせて約

1300 人、予備員も同数として、合計 2600 人必要だ。従って、資金の問題だけで

はなく人材確保、またそれら人材の訓練も考える必要がある。  

 

Ma ma n P erm a na  -  海運・港湾・海事環境協会 ( M A P EL )  

提案：本来内航海運に外資系の活動を禁ずるべき。なぜなら、国内の海運会社が

51%を占めているのに対し、外資系が 49%、従って外国の船舶を使う必要がない。

PT PANN 等と協力した方が良い。インドネシア籍船はインドネシア人が保有・

建造・操船しなければならない。   

 

D GS T の S u na r y o 氏によると：  

外国船がインドネシアフラッグを使えば国内を航海できる。  

 

H id ay at  M ao  –  M ar i t im e  L aw  Se r v ic e s  

•  オフショア船隊に関しては、船舶数ではインドネシア籍船が 75%に対し

外国船は 25%を占めているが、収入（売上）では 25%の船舶しか保有し

ない外国が 75%の収入を得ている。外国船は数は少ないが、非常に高度

であるため、値段も高い。後 21 ヶ月でどうやってそのような高価なオフ

ショア船を保有できるであろう？実現するためのロードマップを作るの

か？  

回答：  

J o h n s o n  W  S u t j i p t o - I NS A 会長：  

INSA は BP Migas（石油・天然ガス管理機構）とセミナーを開催した。

その結果：   

1．Long Term Time Charter  (LTTC)について  

いくつかのコミットメントを得られた。その中でプルタミナ石油公社

とはオフショア船の 5 年契約を結び、将来的にはプルタミナが LTTC

を 10 年に延ばすと期待される。  

2．自己出資率  

船舶投資の自己出資率について INSA は Niaga 銀行及び BRI 銀行と

会合を設け、MOU を作成することになった。銀行側が望む自己出資

率は  35%/65、一方海外では  20%/80。  

INSA は 4 月 15 日に BII 銀行とセミナーを開催し海運産業のリスク

について話をし、それを補うために AAA 級の国際保険会社を駆使す

ることが話し合われた。  

•  我々の船舶の約 30%は古い船であるため、安全な航海のためにそれらの

古い船を新しくする必要があるのでは？  
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回答：  

D GST の Suna ryo 氏によると：  2006 年第 26 号運輸省令によると、船

齢ではなくその船舶が運航可能か（適切か）で判断することになっている。

この規定は 2006 年第 66 号運輸省令で更に強く明言されていて、一重船

殻構造（シングルハル）に限って 25 年の船齢が適用される。  

 

O e n to r o  Su r yo  –  C ha i r m a n  o f  A r p e ni  P r a ta m a   

•  カボタージュ政策がより明確で徹底し、外国の会社の国内進出を許さないため

には、船舶・海運会社のオーナーシップは船舶にのみ着目するべきではない。  

•  銀行については、融資申請が適切であれば実行できるであろう。1 社で難しい

場合は共同（コンサシアム）で融資を受ければ良い。船舶購入はコンサシアム

で行うか保有の船舶を資本化する。この件に関しては PT PANN が経験を持

っている。  

 

J o h n s o n  W  S u t j i p t o - C h a i r m an  o f  I N S A :  

•  輸入通関申告書及び VAT 免税証明書を持たないため税関当局に検挙された船

舶について、特に外国籍からインドネシア籍に移籍した中古商船や 25 年以上

の船舶については商業省も輸入通関申告書及び VAT 免税証明書を発行するつ

もりは無い。  

•  輸入通関申告書及び VAT 免税証明書を持っていない場合その船舶はインドネ

シア海域で運航できない、また運航した場合拿捕される。  

•  Johnson 氏はそれらの書類を揃えるため海運会社を支援する用意があると語

った。既に INSA はこれらの必要書類問題についてインドネシア商工会議所

に対し政府との仲介役になるよう支援を求めている。それにより、それらの船

舶が再び運航し経済活動が妨げられないことを願っている。  

 

結論  

•  カボタージュ政策はただ単にインドネシアの旗を掲げることではなく、自国の

主権問題でもある。  

•   海運事業者は危機感を持って対応しなければならない。船舶の拿捕・検挙が

執行され、さらに外国の銀行もこの機をチャンスと見た場合、インドネシアの

銀行を脅かすことになる。  

•  海運事業者と銀行は同じテーブルに着き海事産業の資金調達・融資制度につい

て話し合う必要がある。  
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セッション  

エネルギー鉱物分野におけるカボタージュ政策執行評価・促進  

D r .  S o f y a n  D j a l i l -  S ta t e  M i n i s te r  o f  B U M N  （国有企業担当相）  

•  群島国家において海運は極めて重要な役割を持ち、そのためバランスのとれ効

率的で良好に整備された海上輸送システムが必要である。  

•  国家輸送システムは国が保有し政府が管理しなければならない。  

•  カボタージュ政策については、2005 年 3 月 28 日発布の第 5 号大統領令に定

められた通り内航海の貨物はインドネシア人が保有するインドネシア籍船で運

搬しなければならない。   

•  カボタージュ政策の目的は強固な船隊を結成し海運事業の出費（歳出）を抑え

ることである。  

•  2008 年第 17 号法に記載されているように政府は国内海運産業の振興に努め

なければならない、即ち  

1．資金調達及び税制面の便宜を図る。  

2．荷主と船主との間の長期契約を助長する。   

3．海運業に必要な燃料供給を保証する。  

•  カボタージュ政策執行の支援策として以下のことが考えられる：  

1．船舶調達専門のノンバンク金融機関を振興させ、船隊整備に必要な魅力

ある融資制度を確立する。そのために、  

a．PT PANN 等の改革・再編を行う  

b．低金利な海外金融機関の融資を助長する（例：JBIC 等のツース

テップローンのスキム）  

2．適切な金利で中長期的融資を国内の銀行から船舶の調達に当てられるよ

に促す。  

3．工業・鉱業・農園業等の国有企業の荷主と船主との間に長期契約が成立

するように助長する。エネルギー鉱物資源省や石油・天然ガス管理機構

等と連携して鉱山や石油部門のコントラクターが最低５年の長期契約を

結ぶように促す。この長期契約により船舶調達に銀行の融資が引き出し

易くなると期待される。  

4．商業省と連携して貨物、特に国家予算や国有企業予算で調達する貨物の

発送条件を輸出は CIF に輸入は FOB に変更する。  

5．商業省や INSA と連携して船舶貨物スペース情報フォーラム（仮の名

称）を結成し（特に国有企業と政府の貨物について）、貨物ブローカー

の役割を減らす。  

6．財務省の協力で以下のような税制面の刺激策を講ずる。  

a．船舶の買い換え時に発生するキャピタルゲインの VAT 免税  

b．国内造船所で調達する船舶の VAT 免税  

c．インドネシア籍船が港湾サービスを受ける時の VAT 免税  

d．船舶のスペアパーツ購入時の VAT 免税  

7．インドネシア籍船に対する港でのプライオリティー提供及び料金の低減。  
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8．外国籍からインドネシア籍に移籍する手続きの際のビロクラシーの改善

（速い、容易、安い）  

 

 Ev i t a 女史  -  エネルギー鉱物資源省 石油・天然ガス総局長  

•  現在石油燃料の使用量は全体の 50％以上を占めているが、これを 2025 年に

は 20％に抑える。残りはバイオ燃料、地熱、液化石炭等から賄う。これによ

りエネルギー利用の効率化を図る。  

•  海外と比べインドネシアのエネルギー利用効率は悪い。  

•  現在国家収益の 30％は石油・天然ガスからで、従ってインドネシアの石油・

天然ガスへの依存度はかなり高い。   

•  石油・天然ガス及び海運産業に関連する法規をまとめると、石油・天然ガスに

係る 2001 年第 22 号法、海運産業に係る 2008 年第 17 号法、石油・天然ガ

ス上流事業に係る 2004 年第 35 号政令、石油・天然ガス下流事業に係る

2004 年第 36 号政令、海運産業振興に係る 2005 年第 5 号大統領令等がある。

また、石油・天然ガス分野の政策については上流及び下流の二つの政策からな

る、即ち  

1．石油・天然ガス資源に関する上流側の政策：   

a .  石油・天然ガス供給の保証  

b .  石油・天然ガス利用の割り当て  

c .  石油・天然ガス価格設定  

2．石油燃料に関する下流側の政策  

a .  燃料供給の保証  

b .  燃料の分類化  

c .  燃料価格の設定  

d .  燃料の多様化  

e .  燃料の規格及び品質  

f .  石油燃料の省エネ  

•  カボタージュ政策に関連するエネルギー鉱物資源省の任務は：  

国内で運行するインドネシア籍船に石油燃料供給を保証する。  

 

I r .  S uw i t o r o  S u l a r no  -  エネルギー鉱物資源省 鉱物石炭地熱総局  

•  石炭資源の大部分は南スマトラにある。  

 

Y u s t i nu s  T a ng i l a n g i  –  石油・天然ガス管理機構 船舶・運搬課長  

•  2005 年第 71 号省令によると 2011 年以降オフショア活動はインドネシア籍

船が行うことになっている。また、2005 年第 66 号省令にシングルハル（一

重船殻構造）について定めている。  

•  石油・天然ガス管理機構は FPSO 船を 31 隻保有しているが、その大半は依

然外国籍船である。  
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•  石油・天然ガスの上流事業で使用される船舶は 2002 年から 2007 年まで年々

増加している。2002 年は 448 隻、2003 年は 452 隻、2004 年は 463 隻、

2007 年は 497 隻。  

•  上記の内 419 隻はインドネシア籍、78 隻は外国籍船である。  

•  インドネシア籍船を最大限に利用する上で BP Migas が直面している問題点

は：  

1．国内の海運及び造船業の競争力の低さ（インドネシア人が造り、保有し、

運行することが実現していない）  

2 ． サ ー ベ イ 船 や 自 動 船 位 保 持 装 置 搭 載 船 （ Dynamic  Posi t ion ing 

vessel）等の特殊な型の船舶は依然外国が支配している。   

•  BP Migas  の行動計画：  

1．インドネシアの石油・天然ガス事業に国内の船舶関連機関を積極的に活

用することを促す。  

2．外国籍船を順次インドネシア籍船に変えていく。  

3．国内の海運産業を支援するよう国内銀行に働きかける。  

4．有能なインドネシアの造船所を外国投資家に宣伝する。  

 

結論：  

•  カボタージュ政策は石油・天然ガス、石炭、一般貨物、コンテナー等の船舶に

関連する活動に積極的に国内の船舶産業と人材の持つ能力を駆使する機会を与

える。  

•  海外の投資家やその他全ての関係者がカボタージュ政策を忠実に支援していく

必要がある。  

 

A hm a d  F a i s a l  –  T r a de  D i r e c t o r  o f  P e r t am i n a（石油・天然ガス公社）  

•  Pertamina 内の船舶関連状況：  

•  二つの使命がある：  

1．公共サービス責任は石油・天然ガス管理機構を通して政府から課せらた

石油燃料の流通責任である。  

2．市場価格で燃料運搬のためのタンカーを運航する。  

•  現在プルタミナは 3700 万キロリットルの燃料と 200 万トンの LP ガスを供

給している。  

•  燃料輸送にプルタミナは約 160 隻の船舶を利用している。その内 66 隻

（23%）はプルタミナ保有の船舶、119 隻（77%）はチャーター船。  

•  77%のチャーター船の内 48 隻は外国籍船である。  

•  2010 年のカボタージュ政策に向けたプルタミナの戦略：  

1．外国籍船をインドネシア籍に移行する。  

2．チャーター船は必ず国内海運会社或いは合弁会社が保有しているもので、

また最低 2~3 年のチャーター期間を保証する。  

3．合弁会社を設立する。   
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4．新船建造に投資をする。  

 

Nas r i  Se bayang  -P T  PLN（電力公社）  

•  電力供給の安全保障のために PLN 電力公社が掲げている 3 原則は：  

1．発電所の信頼性  

2．一次エネルギー供給の安全保障（量・質・時間）  

3．送電及び配電システムの信頼性  

•  2008 年に PLN 電力公社が使用した石炭量は 2100 万トン。   

•  2008 年に PLN 電力公社が使用した石油燃料は 1130 万キロリットル。  

•  10000 メガワットの新設石炭火力発電所のため 2009 年は 3300 万トンから

300 万トン増の 3600 万トンの石炭が必要。2010 年は更に増え、5200 万ト

ンの石炭が必要。それに対し石油燃料は 240 万トンに減少。2011 年は 6200

万トン、ピークは 2016 年の 1 億トン。   

 

S u p r i y a t n o  S u t a l a  –  インドネシア石炭鉱業協会（A P B I）  

•  石炭の国内販売はこの 10 年間増加している。   

 

B u di  H a l i m  –  I NS A 事務局長  

•  現在、国内の運搬を行っている外国籍船は 23%。  

•  石油・天然ガス下流事業のチャーター船にプルタミナが支払っている金額は：  

インドネシア籍船 ：32%  

外国籍船     ：68% 

年間チャーター費用：4 億 200 万ドル  

 

石油・天然ガス上流事業では：  

インドネシア籍船 ：25%  

外国籍船     ：75% 

年間チャーター費用：15 億ドル  
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第３章 法的問題からの分析 

３.１ 海運業界に対する財務への政府の干渉 

国内海運の活性化における、然るべき法規則及び予算化プログラムに関する政府の役

割は、国内海運船舶の調達のために、早急に必要とされている。この問題において、イ

ンドネシア政府は海運に係る大統領令  Inpres  No.5 /2005 の発令を行い、更に法令 

UU No.  21 /1992 の改定を行なった（Ｎｏ．18/2008）。  

 

３.２ 大統領令 Inpres No.21/2005  

(1)背 景 

海上交通は、海運及び経済発展の促進のためだけでなく、資源の拠点と生産拠点そし

て、市場の拠点を結び、島と島の間 そして安く効率的な国際商業取引きに対し輸送を

提供し、そしてまた、一つの島から他の島への人々の動員、更にある地域または小さな

島で孤立している人々の支援、そして国家統一の維持のための交通システムとして、重

要な役割を担う  ひとつのエレメント（要素）なのである。  

然しながら、現在の海上交通の現実は、非常に悪い状態にある。これは、船隊開発に

対する海運企業の能力が無い事が原因といえ、何故なら、資金手当ての問題が解決され

ていないからである。  

以上の状況に基いて、インドネシア大統領は、最終的に海運業活性化のために、大統

領令 Inpres  No.5 /2005 を発令した。  

 

(2)カボタージュ政策 

大統領令 Inpres  No.5 /2005  に記載されているように、インドネシア政府は内航海

運業活性化のために、終始一貫した、そして系統立てた方針に従って記述された、即ち

大切な基準に沿った業務、機能、及び彼等の権限、カボタージュ政策を運用するように、

関係閣僚及び前インドネシアの地方政府  /  県  /  市  に対し指示した。  

 

大統領令  Inpres  No .5 /2005 と関連する各セクター：  

1．商 業  

2．金融、財政  

3．運 輸  

4．工 業  

5．エネルギー及び鉱業  

6．教育及び訓練  
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（３）PSFP 関連の主要セクター 

a）商業の問題 /課題  

大統領令 Inpres  No.5 /2005  に記載されているように、カボタージュ政策の適

用に対して 2011 年には全ての国内貨物が内航海運業によって、運搬されることに

なっている。このため、関連各省庁は下記内容を実施するよう指示されている。  

1）諸島間の全貨物は、早急にインドネシア籍船舶によって運搬され、そして国の

海運企業によって運搬されなければならない。  

2）国家開発予算（APBN） /地方開発予算（APBD）によって、割り当てられた運

賃  又は条件で輸入される全貨物は、内航海運事業者によって運搬されなければ

ならない。  

3）荷主及び内航海運事業者間の長期チャーターによる協力を向上させる。  

 この問題に関連して、インドネシア籍船は全ての国内貨物、特に、石油、石炭  

そして木材のような特別物資のための運搬を満たしていない。この問題を解決する

ためには、内航海運事業者は新造船或いは中古船の購入を行わなければならない。 

これは、内航海運事業者を強化するために、早急に、非常に大きな船舶融資プログ

ラムの必要性が高いことを意味する。この問題について、船舶融資プログラムのた

めに 2 種類の融資元がある。それは、民間船舶融資プログラムと公共船舶融資プ

ログラムである。  

 

ｂ）財務問題  

国内海運セクターのための融資の体制及び能力について、海運業にいる多くの

人々によって取上げられた、ひとつの共通の問題であることが認められる。  

1）銀行融資システムへのアクセスが難しい  

2）高い金利レベル  

3）返済期間が短期  

4）財政支援奨励のための政府支援が足りない  

多くの中小海運事業者は船舶調達資金を受けることができない現状にある。これ

は、銀行側が求めている基本的条件をクリアできないためである。大部分の国内銀

行は海運業に対する知識や経験が不足しているため、船舶の融資を拒否している。 

しかし、幾つかの大きな海運企業は、シンガポールのような海外の銀行からの融資

を得ており、低金利や資本配分の恩典を得ている。  

大統領令  Inpres  No .5 /2005 は 3 つの問題解決、そしてその内のひとつを財務

機関に対して委託する。 関連する各セクターがなすべきこと：  

1）海運業への融資に対して、積極的な役割を担うために国内銀行を後押しする。  

2）海運業への融資のための、ノン・バンク金融機関を開発する。  

3）国内船舶開発のための、融資スキームを開発する。  

4）交通の問題  

大統領令  Inpres  No .5 /2005 に記述されているように、インドネシアでのカボ

タージュ政策を推進する枠組みの中で、インドネシア籍船による国内海上交通サー

ビスが提供されるように、速やかに海上交通の整備を実施することである。  
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ｃ）海運業の問題  

大統領令  Inpres  No .5 /2005 は、伝統海運の中くらい又は小さい海運業を含め

た、インドネシア海運業のデザイン、研究そして開発センターの開発に協力的な小

規模そして中規模海運業の発展を支援する。  

 

（参考）  

国家財政に関する法令 UU No, 17/2003 

この法令は以下を定める：  

1）国家財政の管理に関する権限  

2）国家開発予算（APBN）の規定及び管理  

3）地方開発予算（APBD）の決定及び管理  

4）中央政府と中央銀行間の地方政府と国家 /海外機関との関係  

5）中央政府と国営企業間、地方企業及び資金供出実施機関の関係  

6）責任ある APBN 及び APBD の実施  

7）外国政府機関からの融資 /供与、そして継続融資に関する、V 章  第 23 条に規

定される。  

第 23 条  

（1）中央政府は、国会（DPR）の諸運により、外国政府 /機関から、或いは外国政

府 /機関に対する供与 /融資を与えること、或いは供与 /融資を受ける事が出来

る。  

（2）第（1）節の中で記述されているように、中央政府が受領した融資及び、或い

は供与は、地方政府、国の企業、地方の企業に対して、再融資することが認

められる。  

第 VI 章  24 条  （7）節は、政府から民間企業に対する融資を規定する。  

第 24 条  

（1 ）政府は、国 /地方の企業に対し、融資 /供与 /資本分配を与える、又は融資 /供

与を国 /地方から受けることが認められる。  

（2 ）第（1）節で先ず初めに記述されているように、融資 /供与 /資本配分の付与及

び融資 /供与の受領は APBN/APBD の中で規定されている。  

（7）特殊な状況の中で、国家経済の安全のために、中央政府は国会（DPR）の承認

を得てから、民間企業に対して、融資の付与及び /又は資本配分を実施する事

が認められる。  

 法令  UU No.17/2003 第 23 条（2）節によれば、中央政府により獲得された

融資は、地方政府 /  BUMN/地方企業にのみ貸付ることが認められる。  この決定

により、国営銀行（又は  国営リース企業）のみが PSFP からの TSL 規則の基

で PFIｓとして機能するために認定される。何故なら、彼等は PSFP に基いて

最終借り手に対する貸出しを継続する中央政府から直接に融資を受取らなければ

ならない。  

 中央政府から融資を受領した後、PFIｓとしての国営銀行は、民間海運企業  

又は民間造船所（最終借り手として）に対して融資することが可能である。これ
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は、ビジネスリスクが国営銀行の責任を負うことから、中央政府に対する資金の

返済を、責任もって行うのは最終借りてではなく、国営銀行の責務となる。  

 UU No.17 /2003  （3）節によれば、例えば民間銀行のような民間企業にとっ

て、政府から直接融資を受取れる可能性がある。  しかし、その様な状況が非常

に必要である事を説明する規則を策定する必要がある。  そして、その状況が未

だ明確になっていないため、民間銀行のような民間企業は PSFP に基いた PFI

ｓとしての機能を得られていない。  

 

政府規則 PP No.  ２/２００６ 

 政府規則  PP No.2 /2006 は、融資 /供与を実現化するため、そして海外融資

/供与の手順について、整備：  

1）権 限  

2）海外からの融資 /供与を実現化するための資源のタイプ  及び条件  

3）海外からの融資 /供与の計画  及び実現  

4）海外からの融資 /供与の実現  及び運営  

5）海外からの融資 /供与の割当ての手順  

6）報告、評価  及び監督  

7）透明性  及び責任  

幾つかの条文は、中央政府から地方政府、BUMN 及び地方企業への継続融資

スキームを期待している。  

第２条  

（1）政府は海外融資を実施する権限を持つ  

（2）第（1）節に示されている権限は、大臣により施行される  

第 4 条  

政府は海外からの融資  及び /或いは供与を受ける事が出来る。 源泉：  

1．外国  

2．他国参加の機関  

3．海外金融機関及び非金融機関 そして、  

4．インドネシア共和国外に居住し、活動しているインドネシア籍  金融機関  

第 5 条  

第４条に記載されている海外融資、構成 ：  

1）ソフトローン  

2）輸出信用金融  特権  

3）商業金融、及び  

4）混合金融  

第６条  

（1）海外融資 /供与の計画の枠組みの中で、海外融資で資金手当てされる開発

機関（部門  ）のプライオリティに沿って、大臣  及び計画大臣によって纏

められたプロポーザルを基に、大統領は５年間に渡る海外融資（借款）

需要計画を決定する。  
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（2）第（1）節に示すように、海外融資需要計画及び開発機関のプライオリティ

の取り纏めは、RPJM に基いて実施される。  

（3）第（1）節に示すように、海外融資需要計画の取り纏めにおいて、大統領は

インドネシア銀行総裁の判断を仰ぐ事が出来る。  

第 7 条  

（1）国務大臣 /機関は、海外融資 /供与によって資金手当てされる活動のプライ

オリティのプロポーザルを計画大臣に提出する。  

（2 ）第 （1）節に示されているように、活動プロポーザルは地方政府或いは資

金手当て先としての BUMN に対して投入資金が連携して供与される活動

を含む。  

（4）（4）国営企業 BUMN は、投資活動プロポーザルを政府からの連携海外

融資を得るために、BUMN 育成に責任を負う大臣の承認を得て、計画大

臣に対して提出する。  

第 8 条  

（1）（1）国務大臣 /機関の活動プロポーザル  

 第７条（１）節に示されているように、最低限の添付書類：  

a .業務基準の構造（枠組み）： そして  

b .活動の予備調査資料  

（3）  BUMN の活動プロポーザル  

 第 7 条（4）節に示されているように、最低限の添付書類：  

a .業務基準の構造（枠組み）： そして  

b .活動の予備調査資料  

上記に記載されている条文によれば、政府規則  PP No.2 /2006 は、法令  UU 

No.17 /2003  のための技術的監視であり、第一に融資 /供与の実現のため  及び

海外から受領する海外融資 /供与からの割当ての為の手順、例えば：  

1）責任当局  

2）予算源泉  

3）融資のタイプ  

4）融資実施のメカニズム  

 

大臣規則 No.Per .００５/M.PPN/０６/２００６ 

計画策定手順及び海外からの融資 /供与により付与される活動評価のプロポー

ザル提出は、具体的手法で整える：  

1）海外からの融資 /供与の源泉、形式（形態）そして種類  

2）計画策定ドキュメントの規準  

3）融資プログラム、プロジェクト融資及び供与アプリケーションの提出  

4）アプリケーション提出の規定  

5）アプリケーション提出に対する評価  

6）プロジェクト準備に向けての評価  
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7）活動登録の規準  

8）活動実施計画  

ODA TSL に係る幾つかの条文は以下の通り：  

第 9 条  

（ 1 ）大臣は、RKPLN 及び DPRHLN ‐ JM に関する指針を示すと共に、

DRPHLN を編成する。  

（2）大臣は遅くとも毎年 11 月までに、DRPPHLN を策定する。  

（3）DRPPHLN は、DRPHLN -JM の中で記述されている、そして既に海外

融資 /提供の資金源を示している、海外融資 /供与からの資金提供に適切な、

国務大臣 /機関、地方政府  及び BUMN の活動計画を記述している。  

（4）DRPPHLN -JM の中で既に記述されている活動は、２年間続いて、そし

て PPLN/PHLN 候補から資金提供のコミットメントを得られない場合、

次年度の DRPPHLN の中に記載されない。  

 

第 12 条  

（ 1 ）大臣は DRPHLN -JM 編成計画を、内閣の大臣 /機関の代表 /地方首長

/BUMN の取締役あてに送付する。  

（2）第（1）節に記載されているように、DRPHLN -JM の編成計画に基いて、

内閣の大臣 /機関の代表 /地方首長 /BUMN の取締役は、海外融資 /供与か

らの資金提供を得るための活動提案書を提出する。  

（3）第（2）節に記載されている活動プロポーザルのサイナーは：  

a .国務大臣から出されるプロポーザルに対して、内閣の国務大臣  

b .機関から出されるプロポーザルに対して、機関の代表  

c .地方政府から出されたプロポーザルに対して、州知事 /県知事 /市長  

d .BUMN から出されたプロポーザルに対して、BUMN 取締役  

（4 ）第 （3）節に記載されているように、活動プロポーザルは大臣に対して提

出される  

第 13 条  

プロジェクト融資及び供与を通じて資金提供される活動プロジェクトの一般

的基準、以下を包括する：  

a .RPJM の方針及び目標に則った、活動  

b .国家開発の優先であるプログラムの到達目標に則った活動  

c .実施能力を考慮した活動方針。  

d .海外融資 /供与からの資金提供を得るための、技術的且つ効率的な活動  

e .活動の成果は、国内資源によって運用され、その他の活動のために拡大

される  

第 14 条  

（1）内閣 /機関の基本業務  及び機能の実施にあたっての活動のような、その内

閣 /機関から出される活動プロポーザル  

（2）内閣 /機関は、下記に記載されている事のための活動を提案できる  
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a.地方政府、一部または全てが通貨型供与の対象となる活動プロポーザル  

b .BUMN、一部または全てが通貨型供与の対象、或いは国家資本出資と

なる活動プロポーザル  

第 16 条  

（1）BUMN から出された活動プロポーザルは、ただ政府を経由した通過型海

外融資から資金提供を受けるだけの、活動プロポーザルである。  

（2）活動プロポーザルの規準は、第（1）節に記載されているように：  

a .一般規準は、第 13 条の中に記載されている通り ：そして  

b .特殊規準に含まれるもの：  

1）運航の拡大  及び向上に併せて BUMN 収入向上のための投資活動  

2）BUMN は融資の返済義務を満たすための、BUMN 財務報告に基づ

いた評価を投影した財務能力を持つ。  

 

１９９３年海運の質権及び抵当権国際条約協定 

 インドネシア大統領令  Inpres  No .5 /2005 と同様の目的で、保証の整備及

び海外投資家による投資の拡大のため、海運業及び海運会社への融資のため

に、インドネシア政府は大統領規則  Perpres  No .44 /2005 と共に 1993 年海

運の質権及び抵当権  国際条約を批准した。この条約の第 1 条では、承認及び

抵当実施、そして責務が表明されている。  

第 1 条  

承認及び抵当実施そして責務  

抵当及び責務において、同じ分野に登録できるものは、以降〝責務 "と記載す

る。  航海する船舶に対して、有効に国の各地域で適用そして実施されるよう

に、次の通り規定された。  

（a）抵当及び責務は、既にその船舶が登録されている処の法律と同調して有効

かつ登録される。  

（b）その船舶が登録されている処の法律と同じに、登録及び証書は登録者によ

って預けられなければならない。  それは、公共の検査及び登録者から得

られた登録からの抽出に対して開かれているという事である。  

（c）登録又は他の証書（ｂ）節で記述されているように、少なくとも抵当支援を

与えた人の氏名と住所、または有効となった責務又は持参人に対し発行

されている、最高総額が保証された登録に付いて国の法律で条件がある

時、その総額が諸所の中で抵当の形と特定され、又は責務及びデータそ

して、登録に関する国の法律に則ったその他の問題が有ったとき、抵当

及び責務との関係のランキングを確定する。  

 この批准の意味するところは、全ての条約メンバーはインドネシアにおけ

る抵当条件を知っておかなければならない。そして、インドネシアは、同様

に問題を知らなければならない。引続いて、条約の第 3 条はこの条約の全メ

ンバーは融資提供者の承認が無い限り、船舶の認識証を変更する事は許され
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ない。登録している間は、その船が登録されている国に対し、正しく引渡さ

れなければならない。この条件は、融資提供者側にとって大切である。保証

が有ってから、認識証は融資が確定してから、変更及び他者に移譲すること

だけが可能となる。  

 以上によって、PSFP ODA TSL のスキームにおいて、銀行 /金融機関は

船舶抵当が実施できる間は、インドネシア船舶を引き受けることに、迷う事

がなくなる。  インドネシア政府もまた、1993 年海運質権及び抵当権国際条

約において、複数の法律及び規則を融合するために、抵当のための法案を準

備した。そのドラフトは政府と銀行及び法律家と関連機関の間で討議されて

いる段階にある。船舶捕獲 /逮捕に関する国際条約批准のドラフトもプロセス

中に有る。  
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